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常陸太田市教育委員会定例会（４月）会議録 

 

１ 日  時    令和６年４月24日（水）午後４時00分～午後５時30分 

 

２ 場  所    常陸太田市分庁舎２階 203・204会議室 

 

３ 出席委員    教育長 滝 睦美 

委 員 岩間 敦子（教育長職務代理者） 

委 員 小澤 和彦 

委  員 谷下田 幹子 

委 員 井上 哲 

 

４  欠席委員     

 

５ 事務局職員   教育部長 綿引 久雄 

教育総務課長 竹林 正貴 

指導室長 山崎 誠 

文化課長 富永 信也 

スポーツ振興課長 和田 佳明 

図書館長 宇須井 淳 

学校給食センター所長 安嶋 勝弘 

 

６ 会議録署名委員 小澤委員 

 

７ 議 案 

議案第22号 常陸太田市指定無形文化財保持者の解除について 

 議案第23号 常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱について 

 議案第24号 常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 議案第25号 常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び任命について 

【世矢小・中学区】 

 議案第26号 常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び任命について 

【水府小・中学校区】 

 議案第27号 常陸太田市学校事務の共同実施グループに係る中心校と連携校の指定に 

ついて 

 議案第28号 常陸太田市学校事務共同実施グループの事務長の任命について 
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８ その他 

・令和６年度教育委員会主要事業の概要について 

 

９ 閉  会 

 

 

教育長 【教育長あいさつ】 

議案第22号「常陸太田市指定無形文化財保持者の解除について」を事務

局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第22号「常陸太田市指定無形文化財保持者の解除について」【説明】 

教育長 質疑等ございますか。【質疑なし】 

それでは、議案第22号「常陸太田市指定無形文化財保持者の解除につい

て」は、承認いただいたことといたします。 

続きまして、議案第23号「常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱につ

いて」を事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第23号「常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱について」【説明】 

教育長 質疑等ございますか。【質疑なし】 

それでは、議案第23号「常陸太田市奨学生選考審査会委員の委嘱につい

て」は、承認いただいたことといたします。 

続きまして、議案第24号「常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱につ

いて」を事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第24号「常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱について」【説明】 

教育長 質疑等ございますか。 

教育委員 名簿中、何名か重複しているのはなぜでしょうか。 

教育部長 校長先生が学校区内の委員になっているからです。 

教育長 他に質疑等ございますか。【質疑なし】 

それでは、議案第24号「常陸太田市公民館運営審議会委員の委嘱につい

て」は、承認いただいたことといたします。 

続きまして、議案第25号「常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び

任命について【世矢小・中学区】」を事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第25号「常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び任命について

【世矢小・中学区】」【説明】 

教育長 質疑等ございますか。【質疑なし】 

それでは、議案第25号「常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び任

命について【世矢小・中学区】」は、承認いただいたことといたします。 
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続きまして、議案第26号「常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び

任命について【水府小・中学校区】」を事務局より説明をお願いします。 

教育部長  議案第26号「常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び任命について 

【水府小・中学校区】」【説明】 

教育長  質疑等ございますか。 

教育委員  委員の人数は決まっているのですか。 

教育部長  規則で20名以内となっております。 

教育委員  名簿中の役職を見ると、前と現が混在しているがなぜでしょうか。 

教育総務課長  役職の任期は終わりましたが、学校運営協議会委員として引き続き残っ

てくださっている方々です。 

教育委員  名簿を見ると女性の比率が少ないように感じますが、いかがでしょうか。 

教育長 そちらに関しましては、全体としてこれから検討していかなければいけ

ない事項だと考えております。 

他に質疑等ございますか。【質疑なし】 

 それでは、議案第26号「常陸太田市立学校運営協議会委員の委嘱及び任

命について【水府小・中学校区】」は、承認いただいたことといたします。 

 続きまして、議案第27号「常陸太田市学校事務の共同実施グループに係

る中心校と連携校の指定について」を事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第27号「常陸太田市学校事務の共同実施グループに係る中心校と連

携校の指定について」【説明】 

教育長 質疑等ございますか。【質疑なし】 

それでは、議案第27号「常陸太田市学校事務の共同実施グループに係る

中心校と連携校の指定について」は、承認いただいたことといたします。 

続きまして、議案第28号「常陸太田市学校事務共同実施グループの事務

長の任命について」を事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第28号「常陸太田市学校事務共同実施グループの事務長の任命につ

いて」【説明】 

教育長 質疑等ございますか。【質疑なし】 

それでは、議案第28号「常陸太田市学校事務共同実施グループの事務長

の任命について」は、承認いただいたことといたします。本日予定してお

りました議案は全て終了となりました。 

続きまして次第の７、その他として令和６年度教育委員会主要事業の概

要について各担当課より説明願います。 

各課等の長 令和６年度教育委員会主要事業の概要について【説明】 
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教育総務課長 次回教育委員会定例会（５月）日程について 

日時 令和６年５月23日（木） 午後３時00分～ 

場所 常陸太田市役所分庁舎 203・204会議室 

 

 

会議録署名委員   小澤 和彦  


